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〓業界情報〓 
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軽自動車検査申請書の添付書類の有効期間を延長します 

～ 新型コロナウイルス感染症対策 ～ 

 

 

 

新規検査及び自動車検査証記入申請等に添付が求められている使用者の住

所を証する書面（住民票や印鑑(登録)証明書又は登記事項証明書等）について

は、令和３年７月１３日より下記場合において、住所を証する書面の有効

期間（３ヶ月）が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたし

ます。 

 

 

＜措置内容＞ 

使用者の住所を証する書面 

 ・住民票 

 ・印鑑（登録）証明書 

 ・登記事項証明書等  であって、 

令和３年４月１２日～令３年１０月１１日 
までに発行されたもの 
 

 

 

 

令和４年１月１２日 

まで有効  

 

 

軽自動車検査協会 山梨事務所 
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 会員・組合員名簿は、隔年毎に作成しており、本年は令和３年度版を作成します。 

 電話番号の変更やメールアドレスの追加がありましたら、下記により９月３日（金）までに

ご連絡をよろしくお願いします。 

 

   連絡先：総務課 ＴＥＬ   : ０５５－２６２－４４２２ 

                      Ｅ-メール: ｓｏｕｍｕ＠ａｍｓ－ｎｅｔ．ｊｐ  

 

 

 

 

 

 

【内容】故障診断を頼んだらバッテリー容量が減ってしまった 

・車名：軽自動車  ・登録年月：平成２３年  ・走行距離：７０,０００ｋｍ 

  電気自動車のパワーユニットのチェックランプが点灯したため、会員工場に修理を依頼した。 

工場から「テスターで診断して、部品交換があれば連絡する」と言われたが、後日、原因を特定 

できないと連絡があり、テスターで診断するだけと言われたのにバッテリーを充放電され、バッ 

テリー容量が減ってしまった。（１年前：フル充電で７４％、９１ｋｍ走行可→現在：６３．８％、 

７４ｋｍ） 

  会員工場から、保証期間中なのでバッテリーの無償交換ができるかもしれないと聞かされてい 

たが、結果、交換は有償と言われた。車を預けた時、バッテリー容量が減ることのリスクについ 

ては説明がなく、更にバッテリー容量が減るかもしれないのに、再度充放電させてほしいとも言 

われており、何を考えているかわからない。バッテリー交換は自己負担しなければならないのか 

という相談。 

 

【対応】 

  相談者から、会員工場ではＡ氏とＢ氏が対応したと聞いていたので、両名に事実確認すると、 

相談者の話に間違いはなかった。 

  バッテリーを無料交換できると発言したのはＡ氏で、「保証の対象車だと勘違いした」とのこ 

と。また、故障診断でバッテリー容量が減ることの説明はしていないかもしれないと言われたの 

で、リスクを伴う作業は、十分な説明とできれば書面でお客さんの承諾をいただくことをお願い 

した。その上で、今後の対応を確認すると、現在、バッテリーの測定を提案しているが、入庫を 

拒否されており、相談者から何も言ってこない限り、店側からすることは何も無いと言われた。 

  以上の内容を相談者に伝え、これ以上、当相談所ができることは無いが、アドバイスとして、 

Ｂ氏が「相談者が中古で車を買われたときに保証継承していないので、そもそも保証の対象には 

ならない」と言っていたので、もし保証継承した場合、どの様なメリットがあるのか、バッテリ 

ーに限らずリコールの届出はされないのか、また、サービスキャンペーンの対象ではないのかな 

どについて今一度話されてみてはどうかと提案した。最後に、リコールとサービスキャンペーン 

についてはメーカーのＨＰで確認できることを説明して相談を終えた。 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.１１５ 

令和３年度会員・組合員名簿作成に伴う確認について 
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現在振興会・商工組合からの情報は、会報とホームページで提供しておりますが、会員の皆様の

携帯電話へメールで、研修・講習などの日程やその他お知らせを配信するサービスを開始しました。

「受講を忘れていた」や「受講日を知らなかった」などを防げるサービスです。 

お申し込みは、次のとおり簡単でスピーディーに登録できますので、是非ご利用下さい。 

なお、ガラケー・スマートフォン、どちらでもご利用できます。 

 

登録の手順 

①携帯電話から下のＱＲコードを読み取るとメール作成画面に切り替わり、宛先に空メール用のメ

ールアドレスが自動的に挿入されます。そのアドレスに空メールを送信します。 

②本登録用アドレスが記載されたメールが返ってきますので、本登録用アドレスにアクセスし必要

事項を入力して登録します。 

③登録が完了しサーバーにリスト化され、登録完了メールが届きます。 

登録完了メール以降、随時、携帯電話へ各種情報がメール配信されます。 

（タイトルが表示されない機種もあります。） 

※なお、メールが届かない場合は、携帯電話のメール受信設定等をご確認下さい。 

（例：迷惑メールフィルター・メール拒否設定など） 

 

配信情報の例 

１．整備主任者（法令）研修       ６．各種研修会（スキャンツール・ウインチ運転者・ 

２．整備主任者（技術）研修         ハイブリッド・ＥＶ車整備） 

３．検査員研修             ７．ひき逃げ交通事故等の捜査に関する情報提供 

４．検査員教習             ８. 商工組合商品 

５．技術講習所案内 

 
 
〓 統 計 〓 

 

 

 

７月分のキャンセル多発事業場はありませんでした。ご協力ありがとうございます。 

引き続き、予約の申し込みとキャンセルには、十分なご配慮をお願い致します。 

 

なお、７月分の検査前日の１８時以前に予約を取り消した件数は次のとおりです。 

安定した予約制度とするため、確実な予約を行うようご協力ください。 

 

７月分のキャンセル件数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

普通車   ２５１  

軽自動車       ９９７ 

合 計 １，２４８ 

携帯メールを利用した情報配信サービスをご利用ください 

検査予約キャンセル状況（７月分） 


